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新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる緊急事態宣言が解除され、1か月が経過しました。この

まま終息することを誰もが願っておりましたが、東京都の感染者数が100人を超える事態となって

しまいました。この事態を受けまして当協会では再度従業員の勤務体制を変更いたします。

それに伴い、下記の通り、窓口対応時間の変更を実施いたします。

皆様にはご不便をお掛けして申し訳ありませんがご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

窓口受付時間変更のお知らせ

建築士事務所登録に係る一部の届出につきまし

て、郵送による届出も可能です。

できれば郵送で申請されることをお勧めします。

一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、

皆さまのご健康を心よりお祈りしております。

●受付時間： 午前10：00～午後4：00 （土日祝日除く）

●期間： 2020年 7月 6日（月） ～ 当面の間
※上記の時間、期間に変更がありました場合改めてご案内させていただきます。

●受付時間： 午前10：00～午後3：00 （土日祝日除く）

●期間： 2020年 7月 6日（月） ～ 当面の間
※上記の時間、期間に変更がありました場合改めてご案内させていただきます。

登録センターの窓口受付

事務局の窓口受付

窓口の対応時間は通常より時間短縮しています。ご注意ください。

【お問合せ先】
（一社）東京都建築士事務所協会
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-17渡菱ビル3F
TEL：03-3203-2601 メール：jimu1@taaf.or.jp

ご不便をおかけい
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